[bookmark: _Hlk226387923]令和７年度第３回青森市地域密着型サービス等運営審議会（書面開催）　
意見等及び回答について

案件：令和８年度青森市地域包括支援センター運営方針（案）について

	意見等
	回答

	資料
全般
	地域ケア会議から見えてきた課題について、青森市全体としての取組や還元などの明文化が必要ではないか。
	[bookmark: _Hlk225610780]地域包括支援センター主催の「地域ケア個別会議」「地域ケア圏域会議」から見えてきた地域課題のうち、市全体で検討する必要性のあるものや圏域単位では解決できないものについては、地域の関係団体や職能団体の代表者等が集まり、課題の共有や検討を行う地域ケア推進会議で情報を共有、検討していることから、新たに、本運営方針案８ページ「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」（２）⑦に明文化します。

	資料
７ページ
	障がい分野の相談が増加していることに伴い、権利擁護に関する相談も複雑化、多様化していると聞いている。介護分野や市とセンターの連携だけでなく、分野の垣根を超えた連携強化の仕組みづくりが必要である。
	現在、地域包括支援センターが単独での対応が困難な複雑・複合事例に対し、市が分野を超えた地域ケア会議の開催支援等を通じ、各センターの後方支援を行っています。なお、令和７年度からは、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業として、分野の垣根を超えた連携強化の体制を整えていることから、新たに、本運営方針案７ページ「総合相談支援事業」（３）③に明文化します。

	資料
全般
	地域包括支援センターの活動を見ると、認知症の人の増加に伴い相談件数の増加・認知症カフェ数の増加・各種研修会の開催等でかなりの業務量の増加が感じられる。また、今後はさらに業務が増えていくことが予想される。それらの業務量の増加に対応した人員の増員や報酬増額対応が懸念されるが、それらを視野に置いた運営方針となっているのか。
	　地域包括支援センターの職員については、国の基準に従い、各圏域の高齢者数に応じた三職種（社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員）の配置数が定められています。高齢化の進展に伴い、各圏域の高齢者人口の増加や業務量の増大に対応するため、令和３年度からは、職員の配置を４人から５人へ増員しています。



